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捨象しなければならない。後論においては(§26)、経験的直観が感I性に与えられ

る仕方から以下のことが示されることになるだろう。すなわち、経験的直観の統

一とは上述の§20により、カテゴリーが、与えられた直観一般の多様なものへ前

もって示す(vorschreiben)統一以外のものではないということ､そしてつまりこの

ことにより、我々の感官のあらゆる対象についてのカテゴリーのアプリオリな妥

当性が解明され、演鐸の目的が始めて完全に達成されるということ、これである｡」

（B144)--(A)(2)

このテキストから以下の三点を確認することができる。１)感性から独立の悟性によ

る統一というものがあり、その統一は「悟'性によりカテーゴリーを介して直観へと付

加される」。２)§20までは悟性の統一に注目した論述であるが、それは「演鐸の端緒」

を形成するものにすぎない。３)演鐸の目的が最終的に達成されるのは、「経験的直観

が感'性に与えられる仕方」を考慮することによってである。

１)については、感'性から独立の悟性による統一とは何かということが解明されなけ

ればならない。２)と3)については、「経験的直観が感1性に与えられる仕方」が考慮さ

れることによってこの「註」以降に何が成果としてえられるのかということが解明さ

れなければならない。

まず1)について、感性から独立の悟性による統一とは何かということを簡便に確認

するために、§19までの議論を振り返ってそのその焦点を分析する。(3)

第二版演鐸論前半の議論の焦点は、統覚の根源的綜合的統一こそが、客観的な原理

として、直観の多様なものが意識において一致するための条件であることを示すにあ

る。そこで以下のテキストについて考察したい。

「「jZ力梱催している」があらゆる私の表象にともなうことができるのでなけれ

ばならない。なぜならば、もしそうでなければまったく思惟されえないものが私

において表象されることになるだろうが、それはその表象が不可能であろう、あ

るいは少なくとも私にとっては無であるだろうというのと同じであるから。」

（B131-2)－(B）

この周知のテキストにおけるカント自身の強調箇所「できるのでなければならない」

ということの意味をまず確定しなければならない。ここでは、「できるのでなければ

ならない」ということで、表象の自己帰属の、mijE唯gg4R鱗ff(が主張されている。

さて表象の自己帰属の可能性ということまでは、用語の定義としてさしあたりいわ

ば文法的に了解することもできる。つまりカントは自らの用語の定義によって、「私
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が思惟している」という言語表現が可能であるような意識経験を、まず考察の主題に

選んでいるのだと。（４）しかしここで問題にしたいのはその可能性の、あるいは可能

性による定義の、必然性の方である。

この必然性は、論理的には、思惟が伴いうるという事実の反対を想定することが不

可能であるという、反対の不可能性によって押さえられている。すなわち、接続法二

式非事実の仮想により、「私が思惟している」が伴うことの可能性がなければ、「ま

ったく思惟されＺｊＬＢｕものが私において表象されるだろう」とされ、それがそのまま

「その表象が王亘IfiE」あるいは「少なくとも私にとっては無」と言い換えられている

からである。するとカントの議論は一種の背理法である。「私が思惟している」が伴

いうるという可能性の反対を想定すると、表象の不可能という不合理に陥る。ゆえに

私の思惟が伴うことの恒常的可能性は事実で莚ﾉﾋmLfiも､fbEDJLのである。これが可能

性の必然性の内実である。この必然性において、表象が３，Ｊ｡(表象されている)＝私の

思惟によって捉えられ。るという可能性、という等式が成立することになっているわ

けである。

しかし、この等式が成立していることをもしもここですぐに認めてしまうならば、

重大な問題が二つ生じる。

第一に、感性を通して与えられるあらゆる表象に対して、悟性の思惟機能であるカ

テゴリーがアプリオリな妥当性を持つことは自明のことがらとなるので、これ以上演

鐸の議論を続ける必要がなくなってしまう。私の思惟の可能性によって必然的に定義

される私の表象に、当の私の思惟が妥当するのは当然であるからである。

第二に、上の一種の背理法によって分かることは、カント自身も述べるように、「同

一的(identisch)」で「分析的命題」（B135)であるかぎりの「rjZか)患i催している」は

あらゆる私の表象にともなうことができるのでなければならない」の必然I性にすぎな

い。だがそもそもこの分析性を承認する根拠が明確ではない。なぜならその根拠は上

の背理法の機能下で了解されるとしても、背理法とは証明されることがらの否定が不

合理であることを確認する論法であるが、この論法のあり方から、その不合理性を証

明されるべき当該命題の分析性によって定義してはならない。しかしこのことの保証

は期待できそうにもないからである。

以上の｢分析的｣考察において、思惟の表象に対する妥当性を保証することがら、つ

まり「私が思惟している」が表象に恒常的に伴いうることの必然性の内実を言い替え

れば、払旦思惟の対象となる表象があくまで「払囚表象」であるということにつきる。
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これは「私の表象」の分析的定義と考えるべきものである。カントは「私」という

語を「私が思惟している」および「私の表象」という表現において使っているが、

「私」であることの根源を与えるものこそが周知のように「根源的統覚」（B132)なの

だから、カントがまずすでに把捉しているのは思惟するものとしての自己であり、そ

の思惟が伴うことの可能性の必然性によって「私の表象」という所有格を定義してい

ると考えなければならない。だがそのような定義の実質は何か。

これは綜合という事態に関わる。そのことを考えるために、以下に表象の自己意識

への帰属と綜合との関係について論じている箇所を挙げる。

「すなわちこれらの直観において与えられた諸表象が全部あわせて私に属すると

いう思考(Gedanke)は、それゆえ、私がそれらを－つの自己意識において結合する、

あるいは坐〕(:E/、;ﾐﾑ鷹し自己意識において結合しうるということと同じことをいうの

である。そしてこの思考がたとえまだ諸表象の綜鄙、意識五は蓮処 凡

つまり、私が表象の多様なもの思考は腺合のに

のを－つの意識において把握しうることによってのみ、私はそれらの表象を私の

表象と呼ぶのである。」（B134)－(C）

「というのも、もしそうでなければ私は私が意識する諸表象と同じだけの多様に

して異なった自己(Selbst)を持つことになるだろう(demsonstwnrde…・ｈａ－

ｂｅｎ.)。それゆえ直観の多様なものの綜合的統一は、アプリオリに与えられたもの

として、あらゆる私の規定された思惟にアプリオリに先行する統覚の同一性それ

自体の根拠なのである。」（B134)－(D）

（原文では(C)と(D)は切れ目なく続くが二つに分けて改行した｡）

さて(C)では、「思考」が「諸表象の綜合の意識」である場合と、たんにその「綜合

の可能性」を「前提する」という場合が重ねられている。カントは心理的な事実とし

ては思考が綜合の意識ではなくても、それが可能であることを思考の側の前提にした

うえで、「私の表象」という語を定義しているのである。

これに続いて(D)ではまず、上の前提が認められず、それゆえ思考が綜合の意識とし

て成立しえない場合がやはり接続法二式により想定される。次にその想定から、「諸

表象と同じだけの多様にして異なった自己」の存在という、私達の通常の自我概念に

反する不合理を帰結させている。最後にそこから、「統覚の同一性それ自体の根拠」

として、「アプリオリに与えられたものとして」の「直観の多様なものの綜合的統一」

が導かれる。以上の議論について次の二点を確認したい。
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ア．まず(C)で「私の表象」を、思考が綜合的統一の意識である可能性を前提にして

定義している。

イ．次に(D)では、上の前提の正当性をここでも一種の背理法により保証している。

以上二点を確認すると問題は、議論全体を成立させるアルキメデスの支点となるこ

と、つまり綜合の必然的恒常的可能性という前提を、（D)で背理法によって導いている

ということである。この議論から理解されることは、自己がバラバラに飛び散ってし

まうことなく同一であるためには、思考が綜合の意識でありうるのでなければならず、

そのためには直観の多様なものの綜合的統一という最終原理がアプリオリに存在しな

ければならないということである。しかしそのような綜合的統一がどのような仕方で

存在するのかはまだ現示(darstellen)(5)されておらず、その意味では明かではないと

いうべきである。

第二版の演鐸論前半の議論は、上の前提のもとに組み上げられているのであり、こ

の前提の正当性については、まだ十分な論証がなされていないのである。むしろ、前

半の議論の眼目は、項目としてカントがつけた表題からも分かるように(3)、当の前提

の意味するところを用語を確定しながら分析解明するところにある。

前提を再確認すれば以下のようになる。

第一に、「私の表象」が、「私か思惟している」が伴う可能性の必然性によって定

義される。第二に、その必然性とは「私」が「私の表象」を「考えている」という

「私」の同一性により「分析的」に保証されるにすぎない。第三に、「私」の同一性

を保証する「直観の多様なものの綜合的統一」が最終的原理として「アプリオリ」に

存在する。これらの三点である。

さて少なくとも「アプリオリ」とは、経験的直観に源泉を持つものは排除されてい

るということである。ところで(A)でカントは、「f3fi;Ｌｇｕ－カテーゴリーを介して直

注視するために、多様なものが－つのｉｉ３鐡｣ﾖﾀU直」i戯ニヨ乏乙観へと仁 、白とLノ

しなければならない」ような議論として、演鐸論前半の議論を

，つまり前提の三番目、要点となる「アプリオリ」に存在する

tu5L仕友を未だ捨菱

回顧的に総轄していた。つまり前提の三番目、要点となる’アプリオリ」に存在する

「直観の多様なもの綜合的統一」は、その具体的な在り方、つまり「多様なものが一

つの経験的直観に与えられる仕方を」、「私」の思惟の同一性が如何にして「払囚表

象」を与えるかが明らかではないので、「未だ捨象しなければならない」仕方で語ら

れているのである。

以上により、ｌ)について先に立てられた問題に次のように結論を与えることができ
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る。すなわち、感性から独立の'悟'性による統一とは、その前提がなければ自我概念が

成立しなくなるという一種の背理法によって導かれたものであり、前提の存在の必然

性は当の背理法の機能のもとで理解されるにしても、しかし問題の統一はそれ自体と

しては何なのか、そしてさらに、その統一の理解によって明らかになるはずの自我と

は何かということについてはまだ何も解明されていないような、暫定的仮設であると。

こうして第二版演鐸論後半の中心問題が、アプリオリな原理としての綜合的統一とは、

議論を導く仮設としてではなくして、それ自体としては何かという問いとなることを

確認できる。

明らかなようにこの問題はそのまま、２)と3)についての問題となる。つまり「経験

的直観が感'性に与えられる仕方」が考慮されることによって§21の「註」以降に何が

成果としてえられるのかということである。このことが考慮されると問題の焦点は、

「経験的直観が感性に与えられる仕方」である感性の形式が、実は形式的直観でもあ

ることが如何にして可能かという問題の解明へと移行し、これを解決するものが内的

触発であることになる。

１１」雇璽歴t三と`I吾」i生

さてここで、重要な問題連関をもう一つ整理しておきたい。ここまで論じて来た綜

合的統一とは、もちろんアプリオリなものであるにしても、そのことは感'性と関係す

るということを排除するものではないという点である。（A)について補足する。

カント自身の強調による「感性から独立」ということで述べられているのは、感性

とは無関係であるということどころか、「独立」とは原義から明白な如く、佼在LZg

l`LhJUL二au1aJlgjLgLということであり、これはむしろ悟性と感性が関係するその関係の

仕方を限定するものである。このように理解しなければならない理由は以下から明ら

かである。

カントは(A)に続いて、「与えられた対象を表象するのではなくて、自らの表象によ

って、対象それ自体が同時に与えられる、あるいはもたらされるであろうような、神

的'悟性のようなもの」については、「カテゴリーはそのような認識にかんしてはまっ

たく意義を有さないだろう」と述べている。つまり悟性が「感性から独立」であると

いうことは、神的'悟'性に対する形容としては「意義を有さない」形容であり、対象が

与えられなければその能力が機能する場面を持たないような'悟性に対してのみ有効に

機能する形容なのである。(6)
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以上のことから、悟性が「感性から独立」であるとは、当の悟性が感性による所与

を必要とするということとくいちがったりするのではなくて、それどころかかえって、

悟性が感性的所与を必要とするということは、むしろ「感性から独立」であることの

前提であることが分かる。

すると、感性的所与を必要としながらも、「感性から独立」であるとはなんのこと

を言っているのか。つまり独立すなわち依存しないとは、ここでは何のことかという

問題が生じる。

この問題についてカントは、受動的な感性的所与に対して悟性はあくまで自発的思

惟であるということ以上の答を用意していない。それゆえ問題は、受動的な感I性的所

与を前提にしながらも、それから独立の悟性の自発性とは何かということとなる。言

い換えれば、自発性と受動性が私達人間の認識という場面でどのようにかかわってい

るのかということである。

基本的な枠組みを確認する。物を経験的に認識する場合の、認識主観としての私と

認識客観としての対象との関係、さらに、認識主観としての私とその客観の背後にあ

る物との関係について、これらをそれぞれカントは周知の「思惟」と「触発」という

語で表現した。ただし触発されるのは自己であるが、カントはけっして「私」が触発

されるという表現は取らない。触発されるのは「私」９９「感性」であり、そのことに

よって「悟性」に「直観の多様なもの」が「与えられ」るのであり、そこで「悟性」

がそれを「思惟する」、という仕方で物の経験的認識を考える。この基本的な枠組み

の中で､(B)に続く箇所を見てみたい。

「あらゆる思惟に先だって与えられうる表象を直観という。それゆえ直観のあら

ゆる多様なものは、そこにおいてこの多様なものが出会われる(angetreffenwi-

rd） の回旦王蔵 ⅡＩⅡ】ＨⅡⅡ丙ＦKUf

ｊ§JU三必然的関係を有する。だがこの表象は自発性の働き(ActusderSpontanei-

tat)であり、言い換えれば、感性に属するものとはみなされえない。」（B132）

ここで問題とするのは「当の同じ主観」とはどういうことかという点である。この

「主観」は、「そこにおいてこの多様なものが出会われる」のだから少なくとも内感

である。その内観「において」多様なものは統覚の「私」と必然的関係を有するとさ

れている。

だが統覚における「私」という「表象は自発性の働き」であるから、それ自体とし

ては把握できず、把握できるのは現象としての自我であるはずである。さしあたり、
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「当の同じ主観」における「同じ」ということが、「｢私が思惟している｣に必然的関

係を有する」ことによって保証されていると言えるが、Ｉで確認したようにこの関係

は、「私の表象」と「私の思惟」とを「私」によって連関させることができるという

前提のもとに認められるのであり、その内実は明らかではない。つまり、内感が「私」

99内感と言えるのはなぜか、そもそも｢私が思惟している｣の「私」が、内感において

思惟される「私」に関係するとはどういうことなのか、その内実は不明なのである。

カントはこの問題を以下のようにとらえている。

「つまり、如何にして内感はまったく私達自身をさえも、私達自身がそれ自身に

おいてあるようにではなくて、私達自身に現象するように、意識に現示する(Da-

rstellen)のか。というのも私達が自らを直観するのは、ただ私達が内的に触発さ

れるからなのであるが、すると私達が私達自身に対して受動的に(leidend)振舞わ

なければならないでもあろうこととなり、これが矛盾しているように思えるので

ある｡」（B153）

つまりカントの概念枠のもとでは、問題は内的触発という事態とは何であるのかと

いうことに他ならない。

こうして、1悟性の感性からの独立性とは何かという問題は、ことがらとして内的触

発とは何かという問題、言い換えれば、自発的な私が受動的な私自身を認識するとは

如何なることかという問題となる。

以上要するに、１)として確認した感性から独立の悟性による統一の存在ということ

の内実は、「統一」ということについても「独立」ということについても、内的触発と

は何かという問題に行き着く次第である。

ＩⅡ貢菫良二1t反了i夷糸睾言命ダフ｢吉]是亘1着丘i之

内的触発に関する考察は第一版演鐸論にはなかったことであり、周知のように第二

版の改訂は、この理論と、感性論への注の追加、観念論論駁の追加、第四誤謬推理の

書き換え、これらが密接に連関するところでなされた。新たな演鐸の議論はこの地点

に収束する。

実際に第二版演鐸論の後半では、まず第一に、感性的所与を不可欠のものとしなが

らも感性からは独立である悟性とその機能であるカテゴリーの存在を前提としたうえ

で、その'悟性が実は感性とアプリオリに統一していることを経験の条件として現に示

すことによって論証がなされている。第二に、それゆえ論証の中でその統一が如何に
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して認められるのかという問題が解明されており、それが内的触発とは何かというこ

とに他ならない。これらはそのままＩの2)と3)について立てられた、「経験的直観が感

性に与えられる仕方」が考慮されることによって§21の「注」以降に何が成果として

えられるのか、という問題である。

まず第一の点について確認する。第二版演鐸論後半の核となる議論は何か。やや煩

雑ではあるが、これを取り出すために各節の表題を以下に挙げる。

「§２２カテゴリーは経験の対象への適用以外には事物の認識のための使用を有さな

い。」

「§23」表題なし。

「§２４感官一般の諸対象へのカテゴリーの適用について」

「§25」表題なし。

「§２６純粋悟性概念の一般に可能な経験的使用の超越論的演鐸」

「§２７純粋悟性概念の演鐸の帰結」

「この演鐸の簡便な概念」§番号なし。

これから明らかなように§26が演鐸本論である。そこでの議論は以下のような結構

を有している。まず形而上学的演鐸と超越論的演鐸との相違について確認がある(第１

段落)。次に覚知の綜合について説明される(第２段落)。その上で演鐸論の結論が導か

れる議論(第３段落)となり、そこでまず、「現象の多様の覚知の綜合は常にこれら（＝

内的および外的な感`性的直観）の形式に一致しなくてはならない」ことを確認してい

る。その確認の後、カントは次のように論じる。

「しかしながら空間と時間は感性的直観の形式としてのみならず、直観それ自体

（多様なものを含む）としても、すなわち直観におけるこの多様なものの統一の規

定とともに、アプリオリに表象される（超越論的感性論を参照の事）。(7)それゆ

えすでに、私達の中のであれ外のであれ、多様なものの綜合の統一それ自身が、

つまり空間かあるいは時間において規定されて表象されるべきものがすべて従わ

なくてはならない結合(Verbindung)もが、あらゆる覚知の綜合の制約としてアプ

リオリにこの直観とともに（中に仁ではなくてノ同時にすでに与えられているの

である。ところがこの綜合的統一は、与えられた直観一般の多様なものの根源的

意識における結合が、カテゴリーに従ってたんに私達の感性的直観に適用された

もの以外ではありえないのである。」（B161-2)－(E）

この統一とは形式的直観である純粋直観に見られる統一のことである。要するに、
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覚知の綜合の従う感性の形式が、実は形式的直観として把握されるものでもあるいう

ことが示されるときに、悟性による綜合的統一がすでに感性に与えられているという

のである。そのことにより直接以下の結論が導かれる。

「それゆえ、知覚さえもそれにより可能となるあらゆる綜合はカテゴリーに従う

のであり、そして経験とは結合された知覚を通しての認識であるから、カテゴリ

ーは経験の可能性の条件であり、だから経験のあらゆる対象にもアプリオリに妥

当するのである｡」（B162）

まとめれば、感性の多様なものが与えられる形式それ自体が、それに従って綜合が

なされるべく「アプリオリに表象される」ときには、すでに綜合的に統一した直観、

つまり形式的直観であることが確認され、このことによって、当の綜合的統一の機能

であるカテゴリーの感性に対するアプリオリな客観的妥当性が導かれているのである。

以上により、第二版演鐸論の中心となる論点が、多様なものが与えられる感性の形

式が、実は形式的直観として純粋直観でもあるという点であることが確認された。

だがそれだけではない。さらに、それによって「純粋悟性概念のi重緯の端緒が成立

した」と言われていた「命題」とは、実は次の命題なのである。

「つまり、ある一つの直観に与えられた多様なものの経験的意識がアプリオリな

ものである純粋な自己意識に従うのは、同じくアプリオリに生起する純粋な感'性

的直観に経験的直観が従うのとまさに同様であるということである｡」（B144）

ここから分かることは、経験的意識がアプリオリな純粋意識へ従属している関係は

経験的直観が純粋直観へ従属している関係に置き換えられるという論点が、さらに重

ねて主張されているということである。これが「演鐸の端緒」であるのだから、経験

的意識と純粋な自己意識との関係が、経験的直観と純粋直観との関係と同様である

とが、演鐸が完了する時には明らかになっていなければならない。

さて以上の準備のもとに、第二版演鐸論の中心となる論点、つまり、感性の形式が

同時に形式的直観でもあるということについて、ことがらとしてそれは如何にして可

能であるのかを考えよう。

第二版の演鐸論では、まず第一に、感性の形式が如何にして同時に悟性の統一を有

する形式的直観でもあるのかということと、第二に、経験的および純粋両意識の関係

が経験的および純粋両直観の関係と「同様」であることの理解とを、ともに可能にす

るものが導入されており、それが「構想力の超越論的綜合」あるいは「形象的綜合」

とも呼ばれている'唐'性の内的触発なのである。
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ＩＶＦ勺白勺角虫弄置

改訂された第二版で内的触発について論じられているのは、§8,§24,§25である。

そこで以下では、これらによりながら、内的触発の理論が自我とは何かという問題に

どう答えるものであるかを論じることにする。(8)

IV-(1)表象･注意･統覚･綜合的統一

§24には次のような議論がある。

「だから悟性は、アプリオリな感fit的直観の多様なものの統覚の綜合的統一(sy-

nthetischeEinheitderApperzeptiondesMannigfaltigendersinnﾉicﾉien

Anschauungapriori）を、私達の（人間の）直観のあらゆる対象が必然的に従

わなければならない条件として思惟することができるのである。そこでこれらの

ことによって、たんなる思惟の形式としてのカテゴリーは、つまり私達の直観へ

与えられうる対象、といってもたんに現象としての対象であるが、この対象への

客観的妥当性を手に入れるのである｡」（B150-1)－(F）

このテキストを先に引用した§26の演鐸論の結論部分(E)と対照してみれば、ここ§

24で「悟性」が「私達の（人間の）直観のあらゆる対象が必然的に従わなければなら

ない条件として思惟することができる」「アプリオリな感性的直H1i5bD多様なものの統

覚の綜合的統一」とは、§26の「与えられた直観一般の多様なものの根源的意識にお

ける結合が、カテゴリーに従ってたんに私達の感性的直観に適用されたもの以外では

ありえない」ところの「綜合的統一」であることが分かる。ここで「直観のあらゆる

対象が必然的に従わなければならない条件として思惟」される「アプリオリな感性的

直観の多様なものの統覚の綜合的統一」を把握する悟性の働きが(F)のすぐ後で「形象

的綜合」とされており、その働きとはすなわち内的触発の働きなのである。(9)

ところで上の「根源的意識における結合」ということが何かを理解するためには、

演鐸論前半部からの次の箇所と、Ｉで考察した一種の背理法による議論を念頭に置かな

ければならない。

「しかしながら結合の概念は、多様なものとその綜合の概念の他に、さらにその

多様なものの統一の概念を自らのもとに有している。結合とは多様なものの綜合

的統一の表象である。それゆえこの統一の表象は結合から生じるのではなくて、

むしろ統一の表象の方が、多様なものの表象に付け加わる(hinzukomen)ことによ

って、初めて結合の概念を可能にする｡」（B131）
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この箇所から、「多様なもの」、「結合」、「綜合」、「統一」という四つの用語の、

演緯論前半部での連関と意味規定を整理することができる。まず「結合」とは、結び

つけ束ね合わせるという意味での「綜合」のみではなくて、結びつけられたものが

「統一」しているということを含む。つまり「結合」されてあるものがたとえ「多様

なもの」という要素的部分に分解可能であるにしても、逆に要素的部分のたんなる集

積から「結合」は生じない。しかもさらに、「結合」の中心規定である「統一」とは、

何か「多様なものの表象」に他から「付け加わる」ものである。

ここでもし「多様なものの表象」が最初からすでに自己意識が伴うものとしてある

とするならば、これを綜合して束ね合わせ、しかも他から「統一」が「付け加わる」

というのは理解できない。なぜなら自己意識の伴う「多様なものの表象」とは、すで

に「私が思惟している」による「統一」を有しているはずであり、これにさらに他か

ら統一が「付け加わる」とは、「私が思惟している」が「根源的統覚」であることに

矛盾するからである。その場合には、「付け加わる」とはせいぜい、集合の任意の定

義の如きものが「付け加わる」ということ以上ではありえない。カントが考えている

のはもちろんそういうことではない。

「多様なものの表象」はまだ「結合」されたものではない。「多様なもの」を意識

するとは、「結合」の中心規定である「統一」が「多様なものの表象」に他から「付

け加わる」ことであるが、この点は以下のテキストを考慮して理解すべきである。

「注意覚醒の働き(actusdeMuiｶMrsamAeit)においては、悟性は、悟性が思惟

する髭ij合d二jiE二L｡ｉｓ悟性の綜合における多様なものに対応する内的直観へと常に

内感を規定するのである。」（B157-8.Anmerkung）

「これに対して内感とは直観のたJ6C2ﾐゑ正ZZtを含むが、それは直観における多様

なものの鎧〕含jtu扇<なのであり、つまり規定された直観は未だまったく含んでいな

い。この結合は、私が形象的綜合と名付けた構想力の超越論的な働き(transzen-

dentaleHandlung）（悟性の内感に対する綜合的影響）によって多様なものを規定

する意識を通してのみ可能なのである｡」（B154）

明らかなように、結合されていない「多様なもの」を「結合」、「規定」する「意識」

の働きは、注意の作用でもある内的触発の働きなのである。もしも内的触発により｢結

合」されることがないのに、つまり「多様なものの表象」に他から「付け加わる｣｢統

一」がないのに、それでも意識が存在するなら、Ｉの(D)の背理法で接続法二式により

想定されていたように、「私が意識する諸表象と同じだけの多様にして異なった自己
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を持つことになるだろう」。つまり、自我の同一性が飛び散ってしまうことになる。

さらに上の最初の方のテキストから明らかなことは、ここで問題とされているよう

な自我の同一I性が成立する場合、意識とは注意するということを含んでいることであ

る。これを以下のように解釈したい。例えば標識を見落としていたとしても、それは

視野に入っていたはずであり、意識的によく注意して見ていれば気付いたはずである

とういう理由で、事故の責任を負わねばならないというようなことがある。この場合

私の責任が問われるのは、少なくとも視野に入っていたはずの標識は、意識されなか

ったJLJDL「多様なものの表象」だったからであると。この意味で「多様なものの表象」

とは、顕在的にして形式的な自己意識の、潜在的で多様な質料であると言える。

以上をまとめれば、内的触発とは、たんなる質料である表象の多様なものを、形式

を備えた統覚の綜合的統一へと結合する注意の作用であることになる。

IV-(2)循環･内的触発･基礎行為

綜合的統一について別の角度からより一般的に考えてみよう。実際に私達が経験す

るのは個物としての物であり、普遍的な対象がそれ自体として経験されるのではもち

ろんないから、さしあたり私達に明白なのは、個物において多様なものが結合してい

るという事実である。しかしそのように多様なものが結合しているのはなぜかと問う

とき、これに答えるに次の選択肢がある。私達は多様なものを結合せしめるような個

物の力に出会っており、普遍概念とはその力のある抽象にすぎないのか。それとも、

そのような結合の力を持つのは原理としての普遍の方なのか。後者の場合、さらに原

理としての普遍はそれ自体の力によって結合を可能にするのか、それとも多様なもの

を結合する原理はむしろ私達の普遍的な認識能力なのか。もちろんカントは最後の選

択肢を採った。そこで初めて「結合」および「綜合的統一」ということが、自我の時

間における同一性に重ねて議論されるのである。当然、その際には自我の同一性が対

象の統一の根拠でなければならないだろう。

ところで(D)の議論はどうなっていただろうか。その結論は、「それゆえ直観の多様

なものの綜合的統一は、アプリオリに与えられたものとして、あらゆる私の規定され

た思惟にアプリオリに先行する統覚の同一性それ自体の根拠なのである」というもの

であった。

「直観の多様なものの綜合的統一」が「統覚の同一性それ自体の根拠」である。つ

まり、一見すると奇妙なことに、思惟する「私」である統覚の同一性が、たとえ「ア
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プリオリに与えられたものとして」であれ、ともかく直観の側の多様の統一によって

成立するとされていたのである。「根源的統覚」の根源性に矛盾するかもしれないよ

うなこの論述はいったいどうしたことだろうか。

第二版改訂の意図の一つがカントの立場を従来の観念論と変わらないものとする誤

解の払拭にあったことはまちがいなく、その改訂箇所が「私」の内的なものに対する

外的経験の優位ないしは根源性の主張と見える論述で彩られていることは周知のこと

である。ここでの問題は、そのような基本的志向を持つ第二版が、外的経験の根源性

を承認するどころか積極的に主張しているように見えるにもかかわらず、如何にして

「私」が「私」であることが保たれるような議論をしえているのかということである。

さしあたりこの問題は、「直観の多様なものの綜合的統一」があくまで私Q~[直観

の多様なものの綜合的統一」であるということが確保されていれば解消すると考えら

れるかもしれない。実際にカント自身もそのようにこの問題を解消しているとも考え

られる。

「それゆえ悟性は、構想力の超越論的綜合という名称のもとに、その能力が悟性

であるところの受動的主観に対して〈以下のような働きを行使するわけである。

つまりその働きについては、内感がそれによって触発されると正しく言えるので

ある。」（B153-4）

ここだけを見るとカント自身が強調している「その能力力噌性であるところの受動

的主勘がすでに前提されているように見える。つまり、受動的主観Ｑ能力が悟性で

あることがはじめから分かっているので、「その働きについては、内感がそれによっ

て触発されると正しく言えるのである」と結論できているようにも思われる。

しかしながら直前のテキストは次のようになっている。

「悟性の綜合は、それだけで考察されるならば、働きの統一(dieEinheitder

Handlung)に他ならないのである。この働きの統一をそれ自体として感性なしに

も悟性は意識するが、しかしながらまた悟性は感性自体を、感性の形式に従って

悟性に与えられうる多様なものに関して、この働きの統一を通して、規定するこ

とができる｡」（B153）

悟性は自らの働きの統一を感性なしに意識できるにもかかわらず、この働きによっ

て感性を規定できるということが、感性が'悟性と同じ主観Ｑ感性であることの理由と

されている。受動的主観Ｑ能力が悟性であることの理由は、実は予め悟性の自発性が

感'性を規定できるからなのである。（'0）
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さて、この議論によってカントはある循環に陥ったのではないだろうか。「直観の

多様なものの綜合的統一」が「アプリオリに与えられたものとして」「統覚の同一性

それ自体の根拠」であると同時に、予め統覚のもとにある悟性の自発性が、「それ自

体として感性なしに」「意識する」「働きの統一を通して」「感'性自体を規定するこ

とができる」というからである。直観にアプリオリに与えられる綜合的統一が先なの

か、それともその感性の統一を規定する悟性ないしは統覚の同一性が先なのか。この

点が不明である。

これに対して、綜合的統一が「アプリオリ」に与えられるということと、悟性が

「感性自体を規定することができる」ということは、むしろ積極的に同じことがらの

表現であると考えたとする。すると「アプリオリに与えられる」ということは悟性が

貝､皇９２「感性自体を規定することができる」という能力の表現でもあることになる。

しかし問題は、悟性ないし統覚の「私」がなぜ感性ないし内感を良J5Jaという所有格

付きで把握できるのかということなのである。やはり循環は避けれらない。

もしカントが循環から抜け出ることができていないのならば、「その働きについて

は、内感がそれによって触発されると正しく言える」のだろうか。言えないのならば、

問題の解決を内的触発の理論に依存させている第二版演鐸論は、結局議論を成功裡に

終わらせえなかったこととなる。

解釈の要点は触発という事態をどのようなものとして考えるかに懸かって来る。こ

こでもし、触発には物自体による外的な触発と、自己自身による内的な触発との二種

類の違ったものがあり、まず外的な触発により自己の内感に多様なものが与えられ、

その自己の内感を統覚ないし悟性が内的に触発するというような仕方で考えたとする。

だがそのように考えるならば循環は避けられないはずである。なぜなら、それは外的

触発と内的自己触発とが交錯するところに内感を置いたのみであり、なぜそれが貝己L

gg内感として置かれうるのかと問われれば、一方で自己の内感の多様なものの綜合的

統一がアプリオリに与えられたものとして統覚の同一性の根拠であり、しかも今度は、

統覚の同一性によって、多様なものが統一する内感が私の内感とされるという循環と

なるからである。

予め悟性の自発性が感性を規定できることを論じるカントの議論は、触発について

たとえ上とは別の考え方をとっていたとしても、果たして循環を本当に回避できてい

るのだろうか。それともそれができないのならば、触発をそのように理解すれば生じ

て来るこの循環の意味するところを、なんらかの仕方で積極的に擁護しているのだろ
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うか。

まずさしあたり、カントは触発という事態をそのように考えてはいないことを確認

したい。次の箇所を考察したい。

「従って、内感の規定も時間における現象として、外感の現象を空間において秩

序づけるのと回,Lと(上Z句【重秩序づけなければならず、つまり、外感について私達は

jLHnUSjijBfiiされるかぎりにおいて外感を通して客観を認識するということを承認

するのならば、また内感についても、 されるようにろｌｊｎｌ三fﾑﾄ産貝｣ﾖＬＳＥ二gLnmK笠

私達自身を直観するのであり、つまり、内的直観にかんして、私達自身の主観を

たんに現象として、だがしかしそれ自体においてあるところのものとしてではな

く、私達自身を認識するということを認めなければならない、ということである。」

（B156）

この箇所でカントは、外的触発と内的触発の内実が同様のものであるという論点か

ら、自己自身の直観が内的触発により可能であるが、それはあくまで現象としての自

我の認識であることを主張している。

外的触発と内的触発の関係については、この箇所の直前の所で論じられており、そ

れによれば、内感の規定がそこで与えられる「外的直感の対象ではまったくない時間」

の把握は、「常に外的事物が私達に変化するものとして現示するところのもの」によ

るしかなく、それによって「あらゆる内的知覚に対する時間位置の規定も」与えられ

る。「私たちは外的直感の対象ではった<ない時間を、私たちがそれを引くかぎりで

の直線の形象(Bild)のもとにおいて以外の仕方では表象できず、そのような現示の仕

方(Darstellungart)なしには時間の計測の単位をぜんぜん認識することができない」

というのである。（'1）

以上をまとめれば、自我の「内感の規定」が与えられる形式である時間も、それを

直観として把握しようとすれば、「外的直感の対象ではまったくない時間を、私たち

がそれを引くかぎりでの直線の形象のもとにおいて以外の仕方では表象できず｣､「それ

ゆえ」内的触発の結果としてえられる「内感の規定も時間における現象として、外感

の現象を空間において秩序づけるのと厄ｕｄﾕｴｴﾐ秩序づけなければなら」ない、とい

う議論である。

すると内的触発は必然的に外的触発と関係することとなり、言い換えれば外的触発

を内に含み込まない内的触発はありえないということになる。これは、時間とは空間

的にしか直観把握されないという第二版の基本的な立場を「触発」という用語(こよっ
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て表現したものと考えてよい。

しかしこのことは時間が時間でなくなり空間に解消されてしまうということを意味

するだろうか。というのも、自己の同一性と直観の多様なものの統一が循環するとこ

ろからそもそも自己とは何かが問われているのだから、内的外的二つの触発の区別の

根拠はすなわち自己と自己ではない外界との区別の根拠であるといえるにしても、こ

の根拠の内実は明らかではなく、さしあたり外=空間、内=時間という図柄が成り立っ

ているにすぎないので、もし時間が空間に解消されてしまうならば、問題の循環は、

今度は空間という規定の中で時間としてたんに下位区分されるその下位の空間を定義

し直すという、空間原理内部の循環に置き換えられてしまうからである。空間原理の

内部に時間を了解させうるものがないことは明らかである。

時間とは空間的にしか直観把握されないということが自己とは何かという問いに答

えうる論点であるならば、時間理解のための空間的原理の不可欠'性というこの論点に

よって、時間が空間に解消することは許されない。

ところで逆に、空間の直観把握は時間原理なしに可能なのだろうか。当然のことな

がらこれは不可能である。なぜなら一般にカテゴリーの図式は「超越論的時間規定」

なのであるから。

私たち人間の自己とは何かという問題に答えうるのならば、時間を空間に解消する

ことも、空間を時間に解消することも不可能でなければならない。このことは以下の

命題がもし必然的であるならば、それと同じ意味で必然的であるといえる。つまり、

私達は人間として「私」であるかぎり、時間的なものをまったく解消した空間'性のみ

を経験することも、空間的なものをまったく解消した時間性のみを経験することも、

ともにできない。

命題の前半、つまり空間的なものなしに時間を直観把握できないという点について

は、第二版改訂の意図からも実際にカントが繰り返し強調することである。しかしそ

れは、時間が空間に解消されてしまうような、時間経験に対する空間経験の優位まで

をも意味するのではない。この点ををさらに詳しく見てみたい。

「さらに時間そのものでさえも、直線（時間の外的に形象的な表象であるcﾐﾆS）

を引きながら、それによって内感を継起的に規定するところの多様なものの綜合

の働きに注意し(Achthaben)、またそのことによって内感におけるこの規定の継

起(Sukzession)に注意することなしには、表象することはできない。主観の働き

としての（客観の規定としてではなくて）運動が、つまり空間における多様なも
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のの綜合こそが、その多様なものを捨象して、それによって内感をその形式に従

って規定する働き(Handlung)にのみ注意するならば、継起の概念さえをもはじめ

てもたらすのである｡」（B154）

ここで述べられていることは、時間に対する空間の優位ではなくて、むしろその両

者に対する「主観の働きとしての運動」の根源性である。('2）

「直線」が「時間の外的に形象的な表象であるcも三」とされるように、当然ながら

空間における形象がそれ自体として時間を表象するのではない。ひとまとまりの直線

運動を「空間における多様の綜合」として把握し、しかも「その多様なものを捨象し

て、それによって内感をその形式に従って規定する働きにのみ注意するならば、継起

の概念さえをもはじめてもたらす」というのである。

「注意する」というのは、「それによって内感を継起的に規定するところの多様の

綜合の働き」あるいは「内感をその形式に従って規定する働き」に対してである。

だが残念ながら働きそのものは見えない。見えているのはさしあたりものの運動で

ある。ただし「主観の働きとしての運動」であり「客観の規定としてではない」。つ

まり自らが線を引くという行為において、その行為が生みつつある運動自体として直

線を把握する。完了した運動の軌跡として、今同時にあるものとしてであるならば、

それはたんに空間形象としての直線であって、まだ時間ではない。そこで、これを時

間として把握するためには、「空間における多様の綜合」という「働き」に独特の仕

方で「その多様なものを捨象して」、「注意」しなければならない。ここで「注意」

されているのは完了しつつある現在とすでに完了した過去である。今現在には存在し

ない過去を、存在しないにもかかわらず「対象をその現前なしにも直観において表象

する能力である」「構想力」（B151)によって生産することにより、過去と現在という

時間を「主観の働きとしての運動」に見るのである。

運動が把握されるときにはすでに空間と賎間とが交錯していなければならない。言

い換えれば「空間における多様の髭造」がなければならないということである。ここ

の引用箇所では特に時間をそれ自体として主題的に把握しようとしているので、その

綜合の働きから空感性を「捨象」する独特の「注意」が求められているのだが、時間

の把握が特には意図されていない通常の場合でも、この箇所の直後や原則論における

「家」の著名な例等を思い起こすまでもなく、綜合とはある時間的な意識様態の総括

である。Ｉで確認したことに従えば、少なくともそのような綜合的統一が前提されて

いなければならない。つまり、私達は空間の規定であっても、それを時間様相なしに
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経験することはできないのである。

同時性の秩序である空間の原理に運動の原理はない。認識主観の「今現在」（'3)に

依拠せざるをえない認識論的な問題設定の中で議論するかぎり、運動を把握するため

には、そのときの「今現在」のすぐ前のことが把持されている場面がなければならな

い。つまりカン卜的に言えば内感がなければならないのである。

そのときの「今現在」のすぐ前のことを把持していると言えるための条件を整理し

てみると、まず第一に、そのときの「今現在」が確定されなければならない。前回の

研究で論じたごとく、それは外界からの作用と主観の作用との同時性によって確定さ

れなければならない。ただし、このことが如何にして可能かという問題が前回の研究

からの懸案である。第二に、そのときの「今現在」においてすでに「過去に属する」

(B258=A211）('4)ことがらが把持されていなければならない。これらをまとめれば、運

動を把握する者とは、「今現在」という同時性の中にいながら、すでに過ぎ去ったこ

とを把持している者であることになる。これらのことを可能にするのが当の主観の

「内感」である。さらに内感は形式を有していて、それを直観として表象するならば、

直線系列となる。上の引用を先まで続けよう。

「それゆえ悟性はすでにある多様なもののそのような結合を内感において見いだ

すのではなくして､内感をﾉ鋤発することによって結合をもたらすのである｡｣(B154）

さて、内感の形式を時間として把握しようとするならば、内感において綜合的統一

を当の内感「の能力である」（'5)統覚が思惟しなければならなかった（1Vの引用(F)参

照）。これがもし、「私」の内感にすでにあるものを「見↓)だ力のにすぎないので

あるならば、統覚の「私」が内感の「私」を思惟するという仕方で「私」が能動と受

動に分かれてしまい、しかも両者における「私」の内実を理解しようとすると各々が

互いに他を示唆しあって循環してしまう。これが「矛盾」（11のB153引用箇所参照）

とされるものである。しかしカントは、「見いだす」のではなくて、内的触発によっ

て「もたら力と言う。このことによってカントは「矛盾」を認めないのである。こ

れはどういうことか。

カントの念頭にあるのは、「直線（時間の外的に形象的な表象であるべき）を引き

ながら、それによって内感を継起的に規定するところの多様の綜合の働きに注意し、

またそのことによって内感におけるこの規定の継起に注意すること」である。これを

以下のように解釈する。

「内感を継起的に規定するところの多様の綜合の壇L三座二i主意丈ゑ」とは、「今現在」
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という同時性の中にいながら、すでに過ぎ去ったことを把持している者であることを

確認するjﾖJ弓uzlEU己ji霞Uである。

まず第一に、「綜合の働きに注意する」ということは、自己の働きに注意するとい

う意味での自己活動である。ここで「綜合の働き」とは引かれていく線を見ながら、

その都度すでにもう先端ではなくなった線の一部を、完了してしまったのでもう今は

ないついさっきの先端として理解し、つまりさっきの「今現在」を完了したものとし

て把持しつつ、全体としてひとまとまりの直線として直観把握していく自己の活動を

、髭する働きである。ひとまとまりの直線として直観把握するために「綜合」を要し、

それが実は今はもうない完了を把持しているものであることを自覚するために自己活

動である「注意」を要する。「注意」するとは「今現在」には存在しない過去を、存

在しないところから創造することにより、過去と現在という時間の継起そのものをも

創造することである。（'6）

次に第二、「直線を引く」とはそのことの思惟と当の行為とが重なり合う根源的な

場面である。これは基礎行為と言うのがふさわしい。

ここで基礎行為と呼ぼうとするのは、それ以上分解できないもっとも単純な行為で

あり、その行為を他の行為によって記述し直すことができないような行為のことであ

る。('7)具体的にはどのような場面なのかというどちらかと言えば経験的な問題が残る

としても、私達が日常種々の行為を言語的に最終了解する場面があるはずであり、ま

さにそこで私達の言語は行為と接している。例えば「足を伸ばす」というのを、「太

股等々の筋肉に力を入れて云々」という仕方に分解するのは、「足を伸ばす」という

行為が何らかの意味でできない者に対する場合以外には無意味であろう。そのような

行為の意味することは、実際に当の行為を意図しつつ、つまりカン卜的に言えば前も

って思考しつつ、自覚的に行うことのできる者にしか了解できない。

これは例えば円という形象の意味を、カントの言う「客観の規定」としてではなく

て、つまりたんに対象の完了した運動の軌跡としてではなくて、「主観の働きとして

の運動」として理解する、つまり自分の手で円の形を描いてみることができるという

仕方で理解するということである。(１８）

「直線を引く」とは少なくともそのような仕方で理解されていることがらであり、

つまり思惟と行為が根源的に重なり合う場面における基礎行為に他ならない。ここで

循環が生じて来るのは、この地点がそれ以上分解できない知と行為の共通の根である

からである。それはむしろそれ以上の分析をしてはならない地点である。
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さてこの基礎行為は、統覚の思惟に従ってなされているのであるが、しかし現前に

ある指の動きでもあるのだから、統覚における思惟Ｑ所産を外的に確認することがで

きる行為である。「主観の働きとしての運動」として把握されるかぎりでの、引かれ

つつある直線とは、そのような思惟の所産のEL己確認の継起である。つまり、払囚思

惟j国Ｊ２ｊｓ線が引かれて行くことに「注意」し続け、その通りだということの確認が

「継起」していく。すると「今現在」という同時性とは、思惟作用と眼前の指による

外的な触発作用との同時性である。これらが一致することが確認され終われば、それ

は「過去に属する」ものとなる。新たな確認とその完了が継起し続け、時間継起の概

念そのものが、つまり直観としての時間そのものが、内的触発によって「もたらされ

る」。

さて運動を把握する者とは、「今現在」という同時性の中にいながら、すでに過ぎ去

ったことを把持している者である。これらのことを可能にするのが当の主観の内感で

ある。私が思惟した通りに指が動いて行く。思惟したという完了が成立したときに、

その思惟は過去のもの、つまり内感における自我となり、その内感における完了形と

しての思惟が、現前の指の動きにおいて確認され続けて行く。

思惟｣L’j上JEu2UZl指の動き、この同一性は完了した思惟と現前の運動の記述内容の同

一性であり、自覚的に行為する主観であるかぎりこの同一性を理解できないものはい

ない。要するに、内的触発における問題の循環は、基礎行為における思惟と行為の記

述の同一性によって、、\される。そしてその了解が貝筧されるときに、過去が時間

の系列という直観において把握される。カントの議論が失敗していないとすれば、そ

れは基礎行為が可能な者であるかぎり、循環するということに不都合を感じる者はい

ないはずだからである。('9）（以下次号）

三三主

(1)二段階の区別に注目して最近の解釈論議に影響を与えたのは、周知のようにＤ・ヘンリッヒで

ある。その解釈については、次回に検討する。

(2)a･強調はカント自身のものである。以下、カント自身による強調はこの箇所と同じく斜字体で、

筆者自身によるものは下波線～で表記する。

ｂ・引用箇所直前は以下の通り。「私が私のものと名づける直観に含まれている多様なものは、悟

性の綜合によって自己意識の必然ﾉｳ嚇一に属するものとして表象されるが、そのことが生じるの

はカテゴリーを通してである。それゆえこのことが示すのは以下のことである。｜つまり、ある
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一つの直観に与えられた多様なものの経験的意識がアプリオリなものである純粋な自己意識に従

うのは、同じくアプリオリに生起する純粋な感性的直観に経験的直観が従うのとまさに同様であ

るということである。｜」ただし、｜｜で囲まれた部分はⅡＩ（60頁）でも引用する箇所。

(3)演鐸論§19までの表題は以下の通り。

「§１５結合一般の可能性について

§１６統覚の根源的綜合的統一について

§１７統覚の綜合的統一の原則はあらゆる悟性使用の最高原則である。

§１８自己意識の客観的統一とは何か。

§ｌ９あらゆる判断の論理的形式は統覚のそこに含まれる概念の客観的統一にある。

§2Oあらゆる感性的直観は、当の直観の多様なものが一つの意識において一致しうる条件と

してのカテゴリーに従う。」

(4)このように定義することは、後論で、カントが演鐸論の基礎に置いている主観とは、実はある種

の行為を自ら記述しつつ行うことができる主観であることが明らかになることによって、正当化

される。

(5)現示(daPstellen)という語は、註(11)で引用するテキストで使われている意味で使う。

(6)その悟性についてさらに以下のように説明される。「カテゴリーとはたんに次のような悟性の

ための規則に他ならないのである。つまりその悟性の全能力とはたんに思惟にあり、換言すれば、

他からその悟性に直観において与えられる多様なものの綜合を、統覚の統一へともたらす働き

（llandlung)にその全能力が存するところの悟性である。それゆえこの悟性はそれだけ単独ではな

にも認識することはなく、たんに認識のための材料を認識へと結合し秩序付ける、つまり客観を

通して与えられなければならない直観を、結合し秩序付けるのである。」（B145）悟性の「全能力」

とは所与を前提にしてのみ機能するカテゴリーによる統一の能力に他ならい。

(7)これについて、この表象が実は内的触発によるものであるという、第二版で追加された議論を

する感性論のテキストを挙げておく。「ここにおいて、あらゆる困難は如何にして主観が自らを

内的に直観しうるのかという点にかかって来る。とはいえ、この困難はあらゆる理論に共通のも

のである。自己自身の意識（統覚）は自我の単純な表象(einfacheVorstellungdeslch)である。

そしてもしも、それによってのみ主観におけるあらゆる多様なものが自己活動的(se肋８泊tt/gﾉに

与えられるようならば、内的直観は知性的なものであることにもなろう。人間においてはこの意

識は主観において前もって与えられている多様なものについての知覚を必要とする。そしてこの

多様なものが自発性なしに心に与えられる仕方は、この点を区別するために、感性と呼ばれるの

でなければならない。自己を意識する能力が心の中にあるもの(wasimGemOtliegt)を捜し求め
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る（覚知する）（aufsuchen(apprehendieren）soll）べき場合には、’ごQiiE工Uﾕﾋﾟﾑ)JibS畷しなけれ

ばならない。そして自己自身の直観をもたらすことはただそのような仕方でのみできるのである

が、前もって(vorher)心の根底にあるその直観の形式が、心の中で多様なものがともにある仕方

を時間の表象において規定するのである。そこで心が自らを直観するのは、心が自己活動的に自

らを表象するでもあろうようにではなくして、<LUQARInlBuNjGi廷Ｌｎ５Ｌ仕方にしたがってであり、

つまり、心が自らに現象するようにであって、それがあるがままにではない｡」（B68-9）

(8)a.§８については前註参照。また、内的触発の別名については次註参照。また、註(19)参照のこ

と。

ｂ･前回研究においては、内的触発のことを「自己触発」という語で表現してきた。だが、内的触

発を自己触発と呼ぶべきことが明確となるのは、道徳的場面における実践理性のあり方としても

自己の在り方が明白となるのを待たねばならない。それゆえ次回以降にこのことが明確となるま

では「自己触発」の語を敢えて使わないことに改めた。

(9)この引用箇所の直前と直後は以下のようになっている。さらに註(7)と併せて、内的触発=形象的

綜合=構想力の超越論的綜合（な働き）、という等式が成り立つことが分かるテキストを挙げて

おく。

直前：「ところが私達の根底には感性的直観のある形式がアプリオリに存するが、これは表象

能力の受動性（感性）に基づくのであるから、自発性としての悟性は内感を、与えられた表象の

多様なものを通して、統覚の綜合的統一に合わせて規定することができるのであり、」－－－－直

後：「アプリオリに可能でありまた必然的でもあるところの感性的直観の多様なもののこの綜合

)）と名づけることができる。は、形象HWfjgZiﾉﾉcﾉｳﾉ（ EL象LgmEij含L5Yullf(sjgJ6Rl皿0§、

「それゆえ悟性は、Aibi肋92患Zj鱒鼬Z後ｊａﾐという名称のもとに、その能力が梧性であるところ

の受動的主翻にかして、以下のような働きを行使するわけである。つまりその働きについては、

肉麟がそれによって醜ﾒ蓬j；B含jL5Lと正しく言えるのである。」（B153-4）この箇所はそのまま64頁

でも引用する。

「｜これに対して内感とは直観のたんなる形式を含むが、それは直観における多様なものの結

合なしなのであり、つまり規定された直観は未だまったく含んでいない。この結合は、私がHZ象

0ﾛﾉiii倉〔と名付けた (悟性の内感に対する綜合的影響）によって多様なも嘗想力囚超｣越諭血ru9u2

のを規定する意識を通してのみ可能なのである。｜

このことを私達は自身において常に知覚している。私達は、それを思考において引くことな

しにはどんな線も考えることができず、またそれを描くことにしにはどんな円も考えることはで

きず、同じ点から互いに直角に線分を置いてみることなしには空間の三次元をまったく表象する
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ことはできない｡」（B154）ただし、｜｜で囲んだ部分は62頁でも引用する。

(10)このことをカントは「悟性の内感に対する綜合的影響」とも呼んでいた。前註B154の引用テキ

スト参照。また註(18)も参照。

(11)念のため要約したテキストをすべて挙げておく。「これらのことが困難なのは、次のこと以上

でも以下でもない。つまり、如何にして私が私自身にとって客観、それも直観と知覚の客観とな

りえるのかということ、これである。しかしながら実際にそうでなければならないということは、

空間を外感の直感のたんなる純粋形式とするなら、以下のことによって明らかに証明される。つ

まり私たちは外的直感の対象ではまったくない時間を、私たちがそれを引くかぎりでの直線の形

象(Bil(1)のもとにおいて以外の仕方では表象できず、そのような現示の仕方(DarstellungaPt)な

しには時間の計測の単位をぜんぜん認識することができないし、ということは、時間の長さの規

定、あるいはあらゆる内的知覚に対する時間位置の規定も、つねに外的事物が私達に変化するも

のとして3頭ﾐｴﾉ§_ところのもの(wasunsaUBereDingeVerdndelichesdOLgUJU9U)から取って

来なければならず、．.」

(12)ただしもちろんここでの時間は、その「長さの規定」を問題とされるような時間、つまり客観的

に測定可能な時間に限定されている。しかしながらこの場合の客観性とは、やがて後論（次回以

降）で明らかとなるように、責任主体としての主観の行為が問題とされるような時間の秩序なの

である。

行為の根源性を中心に据える解釈としてはカウルパッハおよび有福孝岳の解釈を検討しなければ

ならない。また、時間と内的触発との関係については、ハイデガーおよび、中島義道のカント解

釈を検討する必要がある。これらについては、紙面の都合で次回以降に行う。

(13）「今現在」は前回研究における解釈のために用いた筆者自身の用語。

(14)前回研究P152を参照されたい。

(15）「の能力である」は、註(9)のBl53-4からの引用テキストにおける「その能力が悟性であると

ころの受動ﾉｳｳﾉ主勘の部分から取ったもの。

(１６)時間を創造する主観は実は「英知的主観」である。この点は次回以降の研究で実践的主観の在

り方を考察するための重要な論点となる。直後に註(11)の引用が続く次のテキストを参照された

い。

「しかしながら、「私は思惟する」における「私」が、息U弓へ直観ﾉまゑＬ払上とは区別される

（というのも、私は他の直観のあり方を少なくとも可能なものとして表象できるので）にもかか

わらず、 Zと腫茸とロニロ王痩Ｈ lsdasselbeSubjektselbeSubjekteinerei)のは如何にし

か、如何にして私自身を、直観におい

ｒ】午

てなのか、また 閃UfLEEjrくめ」】胤唯工る迫囚とし｣てｐ
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て与えられた私以上のものとしてではないかぎりで、たんに他の現象と同じように、悟性の前に

あるようにではなくて、私自身に現象するように、思惟された客観として認識することができる

のか、これらのことが困難なのは、…･」（B155）

(17）「基礎行為」については、Ａ､C・ﾀﾞﾝﾄおよび黒田亘の所論に言及しながら次註(18)の問題と関連さ

せつつより正確に限定するする必要があるが、紙面の都合で次回以降に行う。意図および志向性

にかわる基本的な問題群を、カント的な立場から行為の自己記述的な関係にかかわる問題群とし

て考察するつもりである。

また、基礎行為を一種独特の形象として把握することは、すでに演緯論で図式論の主題が準備

されているということであるが、この点についても註(12)の諸家の解釈を検討するときに考察す

る。

(18)ここでは「今現在」のすぐ前のこと、つまりあるひとまとまりの基礎行為のなかの完了した行為

の部分が考えられている。基礎行為は、前回研究で考察した空間の原点としての身体が伸縮可能

であるのと同じような仕方で、時間の原点として伸縮可能である。この点については次回展開す

る。ただし、原点における過去の把握は、通常記憶と言われるものではない。記憶とは、そのと

きの「今現在」における基礎行為が最大限伸張しても、さらにその外にある過去の想起可能性で

ある。カントの場合、これも「内感」における自我と言わねばならないと考えられるが、ここで、

単純な基礎行為のレベルではどうにもならない統一的な人生の意味が問われて来る。カントにと

ってその意味は道徳的な完成、あるいは霊魂不死の問題へと収束していく。これについても次回

以降の課題とする。

(19)カントは内的触発の議論を展開した後、IV-(1)（62頁）でも引用した註をつけて「注意」の例

を出してあっけなくその説明を終えている。「内感が私達自身によって触発されるということに

ついて、どのようにすればさほどの大きな困難を見いだす事ができるのか私には分からない。注

意覚醒の作用ならどれでも(jedeactusderAufmerksamkeit)そのことについて実例を与えてく

れる。｜注意覚醒する場合には、悟性は、悟性が思惟する結合に従って、悟性の綜合における多

様なものに対応する内的直観へと常に内感を規定するのである。｜」（B157-8.Anmerkung）ただ

しＩｌで囲んだ部分は既引用箇所。

これはカントにとって主観自身による触発とは「注意覚醒」という何か自明の事実であったと

いうことである。同じことを示す典拠としては註(11)のＢ154.からの引用部分の「このことを私

達は自身において常に知覚している」を挙げることもできる。

本稿の解釈は、カントにとっての自明の事実とは、認識主観が実は基礎行為をなしうる主観で

あるという少なくとも人間にとってはやはり根本的な事実であった、と理解するものである。
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